
新宿区みどりの推進審議会小委員会について

資料５

【審議事項】
（１）保護樹木等の指定及び解除について
（２）みどり公園基金の処分について

みどりの推進審議会で調査審議

迅速な判断が必要な場合
かつ

早急にみどりの推進審議会を開催することが困難な場合

【資料の送付】
小委員会での調査審議に先立ち、すべての委員に対して
議案の資料を送付することにより意見照会を行う。

小委員会を開催する場合の流れ

通 常 の 場 合

小 委 員 会 で 調 査 審 議

【報 告】
委員長は、小委員会での調査審議の経過及び結果をみど
りの推進審議会に報告する。

○審議事項 ・保護樹木等の指定及び解除
・みどり公園基金の処分

○組 織 ・委員は８人以内とし会長が指名する
・会長が委員長を指名する

○開 催 ・委員長は委員を招集する
・委員の過半数の出席により成立する

○議 決 ・出席委員の過半数で可否を決定する
○任 期 ・委員の任期は２年とする

小 委 員 会 の 概 要


